
 

令和６年度 

償却資産（固定資産税）申告の手引き 

  

 

市税につきましては、日頃からご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

固定資産税には、土地、家屋以外に償却資産があります。償却資産を所有されている方は、地方税法第

383 条の規定により、毎年 1月 1日（賦課期日）現在に所有している償却資産について申告していただく

よう義務付けられています。 

申告にあたりまして、この手引きにもとづいて申告書等を作成のうえ、申告期限までに提出していただ

きますようお願いします。なお、令和５年中に資産の増減がない場合や該当資産がない場合等でもその旨

を申告書にご記入のうえ提出してください。 

 

☆償却資産とは 

会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、

その事業のために用いている構築物・機械・装置・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、

土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。 

なお、『事業のために用いている』とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する

場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。 

また、一つの資産を事業用にも家庭用にも使用している場合は、事業割合とは関係なく、その資産

全体が償却資産の課税客体となります。 

☆申告期限 

令和６年１月３１日（水） 

   期限近くになると窓口が大変込み合いますので、令和６年１月１２日(金) 頃までに提出していた

だきますようご協力をお願いします。 

☆提出先 

     諫早市役所 資産税課  または  各支所 地域総務課 
 

※申告書を郵送にて提出される方で、｢控え｣の返送を希望される方は、切手を貼付した返信用封筒を必

ず同封してください。 

  なお、切手を貼付した返信用封筒を同封されていない場合は「控え」を返送いたしませんので、ご了

承ください。 
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Ⅰ 償却資産のあらまし  

◎ 償却資産の種類とその例 

資 産 の 種 類 資 産 の 具 体 例 

１ 

構 築 物 
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設（庭園）等の外構工事、広告塔、ビニー

ルハウス、屋外配管、側溝などの家屋と区別されるもの 

建物附属設備 
受・変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作 

(Ｐ２「家屋と償却資産の区分」をご参照ください。) 

２ 機械及び装置 
旋盤・ボール盤・溶接機等の製造加工機械、クレーン等土木建設機械、農

業用機械装置、太陽光発電設備、その他各種産業用機械及び装置 

３ 船 舶 漁船・貨物船・ボート・はしけ・工作船など 

４ 航 空 機 飛行機・ヘリコプター・グライダーなど 

５ 
車 両 及 び 

運 搬 具 

大型特殊自動車に該当するブルドーザーやフォークリフト等（ナンバープ 

レートの分類番号が「０」「００～０９及び０００～０９９」「９」「９０

～ 

９９及び９００～９９９」となっています。）、構内運搬車、台車等 

（自動車税、軽自動車税の課税対象となる乗用車、トラック等は除きます。） 

農耕作業用自動車については、最高速度が毎時３５㎞以上のもの 

６ 
工具、器具 

及 び 備 品 

机、椅子、ロッカー、応接セット、陳列ケース、レジスター、エアコン、

冷蔵庫、電子レンジ、じゅうたん、室内装飾品、複写機、コンピュータ、

厨房用品、看板、電話機、テレビ、ネオンサイン、自動販売機など 

◎ 業種別の主な償却資産 

業   種 課税対象となる主な償却資産の参考例 

共   通 
パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、金

庫、内装・内部造作等、看板（広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン）、自動販

売機、舗装路面、ブラインド・カーテン等、LAN設備等 

製 造 業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機等 

建 設 業 
ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト（軽自動車税の対象となっている

ものを除く。）、大型特殊自動車、発電機等 

娯 楽 業 
パチンコ機、パチンコ機取付台（島工事）、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボ

ーリング場用設備、ゴルフ練習場設備等 

料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器等 

小 売 業 
陳列棚・陳列ケース（冷凍機又は冷蔵機付のものを含む。）、電子秤、店舗用簡

易装備、日よけ等 

理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール等 

医 療 業 医療機器（レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット等）、薬品戸棚等 

クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備等 

不動産貸付業 
駐車場業 

太陽光発電設備、屋外照明等の電気設備、緑化施設等、機械設備、駐車料金

自動計算装置、駐車場舗装費、自転車置場、屋内の備付電化製品等 

ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク等 

農業・水産業 
堆肥舎等（家屋評価対象となっているものは除く。）、ビニールハウス、管理機

等、トラクター等（軽自動車税の対象となっているものを除く）、井戸、搾乳機、

柵、モノレール、コンベアー、漁船、漁網、魚群探知機、いけす、GPS装置等 
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◎ 家屋と償却資産の区分 
  家屋（建物）には、電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建築設備（家屋と一

体となって家屋の効用を高める設備）が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらを家屋と償却資

産に区分して評価します。 

 家屋と設備等の所有者が同じ場合 

独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるもの等については、償却資産とし

て取扱います。詳しくは、下記「家屋と償却資産の区分表」を参考にしてください。 

家屋と設備等の所有者が異なる場合 

 賃借人（テナント）等が施工した内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取扱います。（なお、

別途『固定資産税における家屋と償却資産の分離課税に関する申出書』を提出いただく場合があります。）詳し

くは、諫早市資産税課償却担当または家屋担当までお尋ねください。 

〔家屋と償却資産区分表〕 

設備等の種類 設備等の分類 償却資産とするもの 家屋に含めるもの 

内装・造作 
床・壁・天井仕上、 

店舗造作等 

 工事一式 

 

電気設備 

受・変電設備 設備一式  

予備電源設備 発電機設備、蓄電池設備、無停電電源設備  

中央監視設備 設備一式  

電灯照明設備 屋外照明設備 屋内照明設備 

電力引込設備 引込工事  

動力配線設備 特定の生産又は業務用設備 左記以外の設備 

電話設備 電話機、交換機等の機器 左記以外の設備 

拡声設備 マイクロホン、スピーカー、アンプ等の機

器 

左記以外の設備 

インターホン設備 インターホン機器 左記以外の設備 

ＩＴＶ設備 受像機（テレビ）、カメラ 左記以外の設備 

電気時計設備 時計、配電盤等の装置・機具類  

火災報知設備  設備一式 

給排水設備  屋外設備、引込工事 左記以外の設備 

給湯設備 
 湯沸器等（ユニットバス等用を除く） 中央式給湯設備（ユニットバス

等） 

衛生設備   設備一式 

ガス設備 
 屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務

用設備 

左記以外の設備 

空調設備 
 ルームエアコン（壁掛型）、特定の生産又は

業務用設備 

左記以外の設備 

消火設備 
 消火器、避難器具、ホース及びノズル、ガ

スボンベ等 

消火栓設備、スプリンクラー設

備等 

運搬設備 
 生産事業用のエレベーター、工場用ベルト

コンベア 

エレベーター、エスカレーター

及び左記以外の設備 

その他の 

設 備 等 

 ＬＡＮ設備、広告塔、ネオンサイン、看板、 

簡易仕切、陳列棚、機械式駐車設備、 

カーテン、ブラインド 

 

外構工事 
舗装路面、門、塀、植栽等

の土木設備又は工作物 

工事一式  
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Ⅱ 償却資産の申告について  

◎ 申告していただく方 

   工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸付、農業、漁業など事業を行っている会社や個人の方で、地方税

法第 383条の規定により、毎年 1月 1日（賦課期日）現在、諫早市内に償却資産を所有している方です。 

税務署へ確定申告をされている方は、市役所へは償却資産の申告が必要となります。 

 

◎ 取得価額とは 

   資産を取得した時の購入価額で、設置に伴う付帯工事費等を含みます。 

   （圧縮記帳を適用しない国税での減価償却計算上の取得価額と基本的に同一となります。） 

 

◎ 国税との主な違い 

項  目 固定資産税の取扱い 国税の取扱い(法人税・所得税) 

償 却 計 算 の 期 間 暦年（賦課期日制度） 事 業 年 度 

減 価 償 却 の 方 法 定率法 定率法・定額法の選択制 

前年中の新規取得資産 半年償却 月割償却 

圧 縮 記 帳 の 制 度 認められません  (注1) 認められます 

特別償却・割増償却 認められません 認められます(租税特別措置法) 

増  加  償  却 認められます 認められます(所得税・法人税) 

少額減価償却資産の即時償却 認められません  (注2) 認められます 

評価額の最低限度 取得価額の 100分の 5 備忘価額（1円）まで 

改   良   費 区分評価 原則区分評価、一部合算も可 

 

   (注 1) 圧縮記帳の制度は認められていません。国庫補助金等で取得した資産で取得価額の圧 

      縮をしたものについては、圧縮前の取得価額を記入してください。 

      例）取得価額３００万円（補助金２００万円、自己負担額１００万円）の場合   

         補助金 ２００万円   

国税における取得価額←自己負担額 １００万円   

            

(注 2) 租税特別措置法第 28条の 2及び第 67条の 5等の規定で、中小企業者等が平成 18年 4 

月 1日から令和 6年 3月 31日までの間に取得し使用する、取得価額 30万円未満の減価 

償却資産については、当該取得の年度で合計額 300万円まで必要経費に計上または損金 

算入することができますが、固定資産税（償却資産）では課税対象資産となります。 

 

◎ 耐用年数について 

平成 20年度の税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐     用年数表が

大きく変更されました。特に機械及び装置については 390区分を 55区分へ大括りされました。このため、平

成 21年度以後の固定資産税（償却資産）においては、改正後の耐用年数省令別表第 1、別表第 2、別表第 5及

び別表第 6を適用することになります。これにより、固定資産税（償却資産）においては、決算期に関わりな

く、既存分を含めて、平成 21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となります。 

    基本的には、法人税又は所得税の申告で用いるものと同じ耐用年数を記入してください。 
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→固定資産税における取得価額 

（３００万円） 
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※次のような資産も、１月１日現在事業の用に供することができる状態であれば、申告対象となります。 

・ 簿外資産（帳簿には記載されていないが、本来減価償却が可能な資産） 

・ 未稼働資産（完成しているが、まだ稼働していない資産） 

・ 遊休資産（いつでも稼働できる状態にある資産） 

・ 建設仮勘定で経理されている資産 

・ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしている資産 

・ 償却済みの資産（減価償却が終わっても使用している限り申告が必要） 

・ 取得価額が 10万円未満であっても、経理上資産として帳簿に計上されている資産 

・ 「所有権移転外ファイナンス・リース取引」（一般的なリース取引）に該当するリース資産については、これ

までどおり原則リース会社（賃貸者）が申告することになります。 

 

◎ 申告の必要がない資産 

・ 無形固定資産（鉱業権、漁業権、特許権、営業権、ソフトウェア等） 

・ 車両及び運搬具のうち、自動車税の課税対象となる自動車並びに軽自動車税の課税対象     となる原

動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車並びに二輪の小型自動車 

・ 耐用年数が１年以下または取得価額が 10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上して

いないもの（所得税法施行令＝必要経費、法人税法施行令＝損金算入）、また、取得価額が 20万円未満の償却資

産を税務会計上 3年間で一括償却しているもの 

・ 繰延資産（開業費・工事費負担金等） 

 

◎ 国税資料等の閲覧について 

諫早市では地方税法第 354 条の 2 の規定に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行ってい

ます。閲覧した書類の内容と、申告内容等についてお問い合わせすることがありますので、ご協力をお願いいた

します。 

 

◎ 過年度（令和５年度以前）に遡及しての課税について 

令和 5年度以前に申告すべき資産（令和 5年 1月 1日以前に取得した資産）が申告漏れとなっていた場合、資

産の取得年月に応じて過年度についても課税の対象となりますので、あらかじめご承知おきください。 

 

◎ 申告をしなかった場合・嘘偽の申告をした場合 

正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条及び諫早市市税条例第75条の規定により、

10 万円以下の過料を科されることがあるほか、地方税法第 368 条の規定により不足額に加えて延滞金を徴収す

る場合があります。また、嘘偽の申告をされた場合には、地方税法第 385 条の規定により 1 年以下の懲役又は

50万円以下の罰金に処されることもあります。 

 

◎ 法人の合併等があった場合 

法人等について商号変更や吸収合併などがあった場合は、申告書の備考欄に記入又は登記簿等の添付でも結

構ですので必ず償却資産の申告の際にお知らせいただきますようお願いします。 
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Ⅲ 償却資産の申告方法  

◎ 当市所定の様式により申告される方 

 

 ～提出書類～ 

申 告 内 容 
提 出 書 類 

備     考 
申 告 書 種類別明細書 

増加または減少した 

資産がある方 

増加・減少資産の両方

ともある方 

○ ○ 
種類別明細書に増加・減少した 

資産を記入してください。 

資産の増減がない方 ○ × 

申告書の「19．申告方法」の 

「ハ 」の「Ｂ 増減なし」に○を

つけてください。 

廃業・転出された方 ○ ○ 

申告書の「19．申告方法」の 

「イ 」に○をつけ、「20. 異動

事由」又は「21. 備考(添付書類

等)」に理由等を記入してくださ

い。 

また、種類別明細書には減少資

産として該当する資産全てを記

入してください。 

該当する資産がない

方 
○ × 

申告書の「19．申告方法」の 

「ハ 」の「Ａ 資産なし」に○

をつけ、「20. 異動事由」又は

「21. 備考(添付書類等)」に理

由等を記入してください。 

 

 

・ 令和 5年 1月 2日以降に新たに事業を開始された方及び初めて申告書を提出される方は、 

申告書・種類別明細書に、税務署に提出された減価償却資産の内訳・明細書（写）又は減価償却費の計算書(写)

の添付をお願いします。 

 

・ 諫早市においては、増加資産用、減少資産用の明細書は使用しておりません。（異動連絡用の様式のみで、増加

資産も減少資産も記入できます。） 

 

・ 消費税の取扱いについては、税込処理をしている場合は税込価額、税抜処理をしている場合は税抜価額がそれぞ

れの取得価額となります。税務署や市民税課へ提出される減価償却明細内訳書に記載した取得価額と同一の取得

価額を記入してください。 

 

・ 決算日、事業年度に関係なく１月１日現在所有の償却資産について期限までに申告してください。 
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企業の電算処理により全資産申告をされる方 

 

償却資産申告書 

（提出部数１部） 

全国的に統一された様式により、申告してください。 

評価額の欄を必ず記入してください。 

種類別明細書 

(増加資産・全資産用) 

全国的に統一された様式により、申告してください。 

 ただし、独自様式で申告される場合は、次の事項に留

意してください。 

１ 次の項目は必ず記載してください。 

・資産の種類・資産の名称・数量・取得年月・取得価

額・減価残存率・耐用年数(改正耐用年数も含む）・評価

額・増加減少事由 

２ 全資産について、固定資産税にかかる償却資産の評

価方法による評価計算を行うこと。 

 ・前年中に取得の資産の評価額 

   取得価額×減価残存率(1－ｒ／2)(注) 

 ・前年前に取得の資産の評価額 

   前年度の評価額×減価残存率(1－ｒ)（注） 

 ・償却可能限度額は取得価額の 95％です。 

 ・圧縮記帳、特別償却は認められておりません。 

３ 課税標準の特例の適用がある場合には、その特例の

率及び課税標準額を記載した様式であること。 

４ 種類別明細書は種類ごとに区分して作成し、その合

計額を記載すること。 

５ 資本的支出に係る改良費については、新たな資産の

取得とみなし、本体部分と区分して評価計算を行ってく

ださい。 

６ 増加資産や減少資産がある場合は、増加事由・摘要

欄 

に異動事由を記入してください。 

（注）「ｒ」とは固定資産税において用いられる当該償却資産の耐用年数に応ずる減価率（減価償却資産の耐用

年数等に関する省令別表 7にある「旧定率法と同じ率」）です。法人税法及び所得税法に基づく計算に用いられ

る定率法とは異なりますのでご注意ください。 

企業電算処理方式により申告される場合、耐用年数の変更を行う資産については、「取得価額を基礎とする方

法」による算出はできませんのでご注意ください。必ず「前年度評価額を基礎とする方法」により算出してく

ださい。 

 

 

◎ 電子申告（エルタックス）を利用して申告をされる方 

 

地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ：エルタックス）を利用したインターネッ

トによる固定資産税（償却資産）の電子申告を受付けています。 

電子申告の利用にあたっての手続きは、 

ｅＬＴＡＸホームページｈｔｔｐ://ｗｗｗ．ｅｌｔａｘ．ｊｐ/ 

    ヘルプデスク  0570－081459（午前 9時～午後 5時） 

                                 をご覧ください。 
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Ⅳ 申告書類の作成方法  

（１）償却資産申告書 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

⑧⑨ 該当する方に○をし、該当する資産がある場合には承

認通知書の写しを添付してください。 

⑩⑪ 該当する方に○をしてください。有の場合はその根拠

となる資料を提出していただくことがあります。 

⑫ 該当する方に○をしてください。但し固定資産税では特

別償却と圧縮記帳は認められていません。 

⑬ 償却方法についてご記入ください。 

⑭ 青色申告の有無を記入してください。 

① 法人の場合は主たる事務所の所在地を記入してくださ

い。 

② 個人の場合は事業主の氏名及び屋号、法人の場合はその

名称及び代表者の職氏名を記入してください。 ③ 個人の場合はマイナンバー（個人番号）の 12桁を右詰め

で、法人の場合は法人番号 13桁を記入してください。 

④ 具体的に記入してください。なお、法人の場合は資本金

又は出資金を記入してください。 

⑤ 法人の場合は設立年月を記入してください。 

⑥ この申告について、応答できる方を記入してください。 

⑦ この申告書の作成を税理士等に依頼した場合、当該税理

士等の氏名・電話番号を記入してください。 

⑳～㉒ 記入をする必要はありません。ただし、電算処理により全資

産申告を行う場合は記入を必要とします。 

㉓ 前年前に取得した資産の取得金額の合計額を資産別に記入してくだ

さい。 

㉔ 前年中（令和５年１月２日～令和６年１月１日）に減少した資産の

種類ごとに取得金額を記入してください。 

㉕ 前年中（令和５年１月２日～令和６年１月１日）に増加した資産の

種類ごとに取得金額を記入してください。 

㉖ ㉓～㉕までの合計を記入してください。 

⑮ 特に不動産業〈アパート貸付等〉、テナントとして造作工事等行った

方は必ず記入してください。資産等の所在地が.住所と同一の場合は記入

の必要はありません。 

⑯ 当てはまる方に○をし、有の場合は貸主の名称、電話番号等その所

在が確認できる事項を記入してください。 

⑰ 事業所家屋の所有区分を記入してください。 

⑱ 申告に対して必要事項があれば入力してください。 

⑲ 該当事項に○をしてください。 

- 
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★種類別明細表の見方（令和５年度までに申告された償却資産） 

この明細表は、資産の種類ごとにまとめています。（各種類の順序は種類の番号順です） 

同じ種類の中では、取得年月が早い順に、取得年月が同じ場合は取得価額の小さい順に 

並べています。また、各種類の最終に種類毎の取得価額等の合計を表示しています。 

 

資産の種類  1：構築物、2：機械及び装置、3：船舶、4：航空機、5：車両及び運搬具、6：工具器具及び備品 

 

 
 

◎令和６年度に申告される償却資産 

令和５年度までに申告された償却資産が記載された種類別明細表と同じ様式になっています。白紙となって

いますので下記を参考に記入してください。 

 

① 減少した（処分した）資産 

異動区分に 1 と記入し、減少した資産に対応する資産コード（資産の種類・資産コード）を「償却資産一覧

表」から転記してください。 

資産の増加がなく減少のみの場合は、令和５年度までに申告された償却資産が記載された種類別明細書を使

用し、減少の資産に赤ペンで二重線を引きそのまま提出いただいても構いません。 

② 修正する資産 

異動区分に 2と記入し、修正する資産に対応する資産コードと修正する項目を正しく記入してください。 

③ 増加した（取得した）資産 

異動区分に 3と記入し、資産の種類、資産の名称等、数量、取得年月、取得価額、耐用年数を記入してくだ

さい。 

資産の種類は申告書の資産の種類欄の番号です。 

（1：構築物、2：機械及び装置、3：船舶:、4：航空機:、5：車両及び運搬具、6：工具器具及び備品） 

年号は昭和の場合は S、平成の場合は H、令和の場合は Rと記入してください。 

 
記入例：資産コード 6・1のテレビが減少。資産コード 6・2のクーラーが取得価格修正。ブロック塀（構築物）とパ

ソコン（工具器具及び備品）を新規取得。 
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Ⅴ 評価と課税等について  

◎ 評価額の計算方法 

・資産を１件ずつ計算し、資産の評価額を算出します。 

・資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本として評価額を算出します。 

  ア 前年中に取得のもの 

    取得価額×前年中取得資産の減価残存率＝評価額 

イ 前年前に取得のもの 

    前年度評価額×前年前取得資産の減価残存率＝評価額 

 

以後、毎年この方法により計算し評価額が取得価額の 5％になるまで償却します。 

評価額が取得価額の 5％未満になる場合は、5％でとどめます。 

 

《減価残存率表》          （これは固定資産税に係る残存率表です。） 

耐

用 

年

数 

減価残存率 耐 

用 

年 

数 

減価残存率 耐 

用 

年 

数 

減価残存率 耐 

用 

年 

数 

減価残存率 

前年中 

取得のもの 

(１－ｒ／２) 

前年前 

取得のもの 

(１－ｒ) 

前年中 

取得のもの 

(１－ｒ／２) 

前年前 

取得のもの 

(１－ｒ) 

前年中 

取得のもの 

(１－ｒ／２) 

前年前 

取得のもの 

(１－ｒ) 

前年中 

取得のもの 

(１－ｒ／２) 

前年前 

取得のもの 

(１－ｒ) 

－ 

２ 

３ 

４ 

５ 

 

０.６５８ 

０.７３２ 

０.７８１ 

０.８１５ 

 

０.３１６ 

０.４６４ 

０.５６２ 

０.６３１ 

11 

12 

13 

14 

15 

０.９０５ 

０.９１２ 

０.９１９ 

０.９２４ 

０.９２９ 

０.８１１ 

０.８２５ 

０.８３８ 

０.８４８ 

０.８５８ 

21 

22 

23 

24 

25 

０.９４８ 

０.９５０ 

０.９５２ 

０.９５４ 

０.９５６ 

０.８９６ 

０.９０１ 

０.９０５ 

０.９０８ 

０.９１２ 

31 

32 

33 

34 

35 

０.９６４ 

０.９６５ 

０.９６６ 

０.９６７ 

０.９６８ 

０.９２８ 

０.９３１ 

０.９３３ 

０.９３４ 

０.９３６ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

０.８４０ 

０.８６０ 

０.８７５ 

０.８８７ 

０.８９７ 

０.６８１ 

０.７２０ 

０.７５０ 

０.７７４ 

０.７９４ 

16 

17 

18 

19 

20 

０.９３３ 

０.９３６ 

０.９４０ 

０.９４３ 

０.９４５ 

０.８６６ 

０.８７３ 

０.８８０ 

０.８８６ 

０.８９１ 

26 

27 

28 

29 

30 

０.９５７ 

０.９５９ 

０.９６０ 

０.９６２ 

０.９６３ 

０.９１５ 

０.９１８ 

０.９２１ 

０.９２４ 

０.９２６ 

40 

45 

50 

55 

60 

０.９７２ 

０.９７５ 

０.９７７ 

０.９７９ 

０.９８１ 

０.９４４ 

０.９５０ 

０.９５５ 

０.９５９ 

０.９６２ 

※「ｒ」とは、当該償却資産の耐用年数に応ずる減価率です。 

 

〔例えば〕 

取得価額 300,000円、取得時期令和５年６月、耐用年数５年の複写機の場合 

   （耐用年数５年、前年中取得のものの減価残存率･･････0.815） 

（耐用年数５年、前年前取得のものの減価残存率･･････0.631） 

 

令和 ６年度 300,000円×0.815=244,500円 

令和 ７年度 244,500円×0.631=154,279円 

令和 ８年度 154,279円×0.631= 97,350円 

令和 ９年度  97,350円×0.631= 61,427円 

令和１０年度  61,427円×0.631= 38,760円 

令和１１年度  38,760円×0.631= 24,457円 

令和１２年度  24,457円×0.631= 15,432円 

令和１３年度  15,432円×0.631=  9,737円 <15,000円 

※令和１３年度で算出額が取得価額の 5％(15,000円)より小さくなりますので、当該年

度以降は 15,000円で評価されます。 
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◎ 税額の計算方法 

税額         ＝    課税標準額      ×  税率（0.014） 

(100円未満切り捨て)      （1,000円未満切り捨て） 

※課税標準額とは令和６年 1月 1日現在の償却資産の評価額の合計です。 

 

◎ 免税点 

課税標準額が 150万円未満の場合は、課税されません。 

 （土地、家屋の免税点は各々30万円、20万円です。） 

 

◎ 納期 

   年税額は４回（5月、7月、9月、12月）に分けて納めていただく予定です。 

 

◎ 課税標準の特例を受ける償却資産 

地方税法第 349条の 3並びに同法附則第 15条の規定により、一定の要件を備える償却資産については、課税標

準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。 

該当する資産があり、特例の適用を受ける場合は、その旨を証する書類（届出書・申請書、認定通知書、仕様等

証明書、図面などの写し）の提出が必ず必要です。 

 

例）内航船舶、公共下水道除外施設、再生可能エネルギー発電設備、生産性向上特別措置法に規定する先端設備

等 他 

 

◎ 非課税となる償却資産 

地方税法第 348条及び同法附則第 14条に規定する一定の要件を備える償却資産については、固定資産税が課税

されません。該当する資産を取得された場合は、お問い合わせください。 

 

◎ 減免 

天災などによる被害を受けた場合など、諫早市税条例等で定める要件を備えた償却資産は、所有されている方

の申請により固定資産税が減免される場合があります。詳しくはお問い合わせください。 
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～資料～   太陽光発電設備に係る償却資産(固定資産税)の課税について 

 

設置者及び発電規模別の課税区分 

設  置  者 申告が必要となる場合 

個人(住宅用) 

 住宅用太陽光発電設備で 10kW以上の設備については、全量または余剰売

電を問わず償却資産として申告の対象となります。 

 10kW未満の設備についても、全量売電の場合は、対象となります。 

個人(事業主) 

 店舗やアパート、農業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設

備を設置した場合は、事業の用に供している資産となりますので、売電されて

いるかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 

法    人 
 全て事業の用に供している資産になります。売電をされているかいないかに

かかわらず償却資産として申告の対象となります。 

 

償却資産と家屋の区分(表中の「償却」となっている設備が償却資産として申告が必要です。) 

太陽光パネルの設置方法 

太陽光発電設備 

太陽光

パネル 
架 台 

接続ユ

ニット 

パワー

コンデ

ィショ

ナー 

表示ユ

ニット 

電力量

計等 

家屋に一体の建材（屋根材）とし

て設置 
家 屋 家 屋 償 却 償 却 償 却 償 却 

架台に乗せて屋根に設置 償 却 償 却 償 却 償 却 償 却 償 却 

家屋以外の場所（地上や家屋の用件

を満たしていない構築物でカーポー

ト等）に設置 

償 却 償 却 償 却 償 却 償 却 償 却 

※太陽光発電設備を減価償却する際に用いる耐用年数（売電用）は１７年となります。 

 

※対象となる資産は太陽光パネル（家屋の屋根材として設置している場合を除く）の他、架台、送電設備、

電力量計、パワーコンディショナー、フェンス、設置に係る工事費等も申告の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒８５４－８６０１ 

長崎県諫早市東小路町 7番 1号 

諫早市 企画財務部 資産税課  行 

 

問い合わせ及び申告書提出先 
 

〒854－8601 

長崎県諫早市東小路町 7番 1号 

諫早市企画財務部資産税課(本館 3

階) 

〈 電 話 〉 0957－22－1500 

〈 F A X 〉 0957－24－5399 

このラベルを切り取って、申告書送付の際の封筒に

貼付けてご利用ください。 

 


